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書籍『早わかり防災マニュアル』
日本出版制作センターから好評発売中！

● B6変形判・236頁
● 定価：本体 1,650 円（税込）

日本出版制作センターの書籍販売サイト
もどうぞご利用ください！
https://www.center-net.jp/sales

特別編　災害とお金特集
９月の非常食情報は、特別編として過去に掲載したマンガと新作マ

ンガを１本掲載いたします。

今回は「災害とお金特集」！

災害に備えるのも、災害を生き延びるのにも、生活を立て直すのに

もお金は必要です。人それぞれ使える金額は異なりますが、賢く使っ

て最良の効果が得られるように工夫したいですね。

被災すると税金が
減免されることが
あります

この２つはどちらか
片方しか
適用できません！
得な方を選べば
OKです

また納税期限を
延長する制度もある
ので覚えて
おきましょう

確定申告でできる
主なものを２つ紹介
しますね

雑損控除（ざっそんこうじょ、と読みます）とは･･･

・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害のほか、
火災や盗難による損害でも対象になる
・損害を受けた対象は住宅や家財を含む生活に通常必要な資産

・損失額−所得金額の 10分の１
・損失額のうちの災害関連支出の金額−５万円
のうち、いずれか多い方の金額が控除額になる
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税金の減免制度

・災害によって住宅や家財に損害を受けたとき
・災害のあった年分の所得金額が 1,000 万円以下
・災害によって受けた損害額が住宅又は家財の価額の 2分の 1以上
・雑損控除の適用を受けない場合

この条件を全て満たすと

年収 500万円以下の人の場合全額免除
500万円超 750 万円以下なら 1/2 軽減
750 万円超 1,000 万円以下なら 1/4 軽減

まずは所得税
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